
　　入湯客数、税額その他課税上必要な事項を記載するために使用するものです。

２　　これらの事項を記載した業務用帳簿があるときは、これに代えることができます。

３　　毎月の月計をつけ、年度ごとに別冊としてください。

４　　この原簿は、５年間保存してください。

（注意） １　　この様式は、横浜市市税条例第126条の規定に基づき入湯税の特別徴収義務者が、
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摘　　　要

人 人 円 人 人

横浜市市税条例施行規則第82号様式

入　湯　税　徴　収　原　簿

入湯客数（延べ人員）
（課税免除者を除きます。）

日　帰　客 宿　泊　客
年　　月　　日 税　　額

課税免除の対象となる
入湯客数（延べ人員）

日　帰　客 宿　泊　客


